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任命に当たり両議院の同意を要する国家公務員等の範囲の 

適正化等のための関係法律の整備に関する法律案骨子 

 
 第一 趣旨  

  国会審議の効率化等の観点から、任命に当たり両議院の同意を要する国家公務員

等の範囲を、内閣からの独立性及び職務の重要性を勘案して必要最小限に限定する

とともに、両議院の同意が得られない場合に欠員が生じることがないよう、任期満

了時における職務継続規定のないものに係る職務継続規定の整備等を行うこと。 

 ※ 引き続き任命に当たり両議院の同意を要する国家公務員等は、次に掲げるもの

に限定する。 

   1 検査官 

   2 人事官 

   3 公正取引委員会の委員長及び委員 

   4 中央労働委員会公益委員 

   5 公安審査委員会の委員長及び委員 

   6 国家公安委員会委員 

   7 公害等調整委員会の委員長及び委員 

   8 運輸安全委員会の委員長及び委員 

   9 原子力規制委員会の委員長及び委員 

   10 衆議院議員選挙区画定審議会委員 
   11 日本放送協会経営委員会委員 
   12 日本銀行の総裁、副総裁及び政策委員会審議委員 

   13 預金保険機構の理事長、理事及び監事 

 

 第二 国会同意人事の対象の限定  

  次に掲げる者について、任命に当たり、両議院の同意を不要とすること。 

  1 国地方係争処理委員会委員（地方自治法第 250 条の 9 第 1 項関係） 
  2 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会委員（会計検査院法第 19 条の 3

第 1 項関係） 
  3 再就職等監視委員会の委員長及び委員（国家公務員法第106条の8第1項関係） 
  4 公認会計士・監査審査会の会長及び委員（公認会計士法第 37 条の 2 第 1 項関係） 
  5 中央社会保険医療協議会委員（社会保険医療協議会法第 3 条第 6 項関係） 
  6 電波監理審議会委員（電波法第 99 条の 3 第 1 項関係） 
  7 社会保険審査会の委員長及び委員（社会保険審査官及び社会保険審査会法第

22 条第 1 項関係） 
  8 原子力委員会の委員長及び委員（原子力委員会設置法第 5 条第 1 項関係） 
  9 労働保険審査会委員（労働保険審査官及び労働保険審査会法第27条第1項関係） 
  10 土地鑑定委員会委員（地価公示法第 15 条第 1 項関係） 
  11 公害健康被害補償不服審査会委員（公害健康被害の補償等に関する法律第

113 条第 1 項関係） 
  12 電気通信紛争処理委員会委員（電気通信事業法第 147 条第 1 項関係） 
  13 国会等移転審議会委員（国会等の移転に関する法律第 15 条第 2 項関係） 
  14 証券取引等監視委員会の委員長及び委員（金融庁設置法第 12 条第 1 項関係） 
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  15 総合科学技術会議議員（内閣府設置法第 30 条第 1 項関係） 
  16 地方財政審議会委員（総務省設置法第 12 条第 1 項関係） 
  17 運輸審議会委員（国土交通省設置法第 18 条第 1 項関係） 
  18 国家公務員倫理審査会の会長及び委員（国家公務員倫理法第14条第1項関係） 
  19 食品安全委員会委員（食品安全基本法第 29 条第 1 項関係） 
  20 情報公開・個人情報保護審査会委員（情報公開・個人情報保護審査会設置法

第 4 条第 1 項関係） 
  21 公益認定等委員会委員（公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法

律第 35 条第 1 項関係） 
  22 中央更生保護審査会の委員長及び委員（更生保護法第 6 条第 1 項関係） 
  23 調達価格等算定委員会委員（電気事業者による再生可能エネルギー電気の調

達に関する特別措置法第 33 条第 1 項関係） 
 
 第三 職務継続規定の整備等  

 一 職務継続規定の整備 

   引き続き任命に当たり両議院の同意を要する国家公務員等のうち、任期満了時

における職務継続規定のないもの（下記の８つ）について、その任期が満了した

ときに、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする旨の規定を

設けること。 

   1 公正取引委員会の委員長及び委員（私的独占の禁止及び公正取引の確保に

関する法律第 30 条関係） 
   2 検査官（会計検査院法第 5 条関係） 
   3 人事官（国家公務員法第 7 条関係） 
   4 公安審査委員会の委員長及び委員（公安審査委員会設置法第 6 条関係） 
   5 国家公安委員会委員（警察法第 8 条関係） 
   6 公害等調整委員会の委員長及び委員（公害等調整委員会設置法第 8 条関係） 
   7 衆議院議員選挙区画定審議会委員（衆議院議員選挙区画定審議会設置法第

6 条関係） 
   8 日本銀行の総裁、副総裁及び政策委員会審議委員（日本銀行法第 24 条関係） 

 二 国会閉会中等における人事官の任命に係る規定の整備 

   国会閉会中又は衆議院解散中に任期が満了した場合の任命手続規定のない人

事官について、内閣は人事官を任命することができるが、任命後最初の国会で両

議院の事後承認を得なければならない旨の規定を設けること（国家公務員法第 5
条関係）。 

 
 第四 その他  

 一 この法律は、公布の日から起算して 2 月を超えない範囲内において政令で定め

る日から施行すること。ただし、第三は、公布の日から施行すること。 

 二 任命に当たり両議院の同意を要する国家公務員等の範囲については、少なくと

も 5 年ごとに、内閣からの独立性及び職務の重要性、国会審議の在り方等を勘案

しつつ検討するものとし、必要があると認められるときは、所要の措置を講ずる

ものとすること。 

 三 その他所要の規定の整備を行うこと。 


